
 

議案第39号 

 
 
 
 

守口市印鑑条例の一部を改正する条例案 

 
 
 
 
守口市印鑑条例の一部を改正する条例を、次のように制定する。 

 
 
 

令和元年９月12日提出 

 
 
 

守口市長 西  端  勝  樹     

 
 
 
 
 
 

記 

  

（議 39 （ 1）



 

   守口市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

 守口市印鑑条例（平成９年守口市条例第12号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

第１条から第３条まで 略 第１条から第３条まで 略 

  

（登録の制限） （登録の制限） 

第４条 略 第４条 略 

(１) 住民基本台帳に記録されている氏名又は通称（住民

基本台帳法施行令（昭和 42 年政令第 292 号）第 30 条

の 26第１項に規定する通称をいう。第６条第１項にお

いて同じ。）の全部又は一部を表していると認められな

いもの 

(１) 住民基本台帳に記録されている氏名、旧氏（住民基

本台帳法施行令（昭和 42年政令第 292号。以下この号

において「令」という。）第 30条の 13に規定する旧氏

をいう。第６条第１項において同じ。）又は通称（令第

30 条の 16 第１項に規定する通称をいう。第６条第１

項において同じ。）の全部又は一部を表していると認め

られないもの 

(２)から(９)まで 略 (２)から(９)まで 略 

  

第５条 略 第５条 略 

  

（登録） （登録） 

第６条 略 第６条 略 

（議 39 （ 2）



 

 (１)から(３)まで 略  (１)から(３)まで 略 

(４) 氏名（外国人住民に係る住民票に通称が記載されて

いる場合にあっては、氏名及び通称） 

(４) 氏名（氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記

載されている場合にあっては氏名及び旧氏、外国人住

民に係る住民票に通称が記載されている場合にあって

は氏名及び通称） 

 (５)から(８)まで 略 (５)から(８)まで 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

  

以下 略 以下 略 

 

   附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

  

（議 39 （ 3）
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